佐賀県麻しん対策推進会議設置要領
（設置）
第１条　本会議は、推進会議は、「麻しんに関する特定感染症指針」（平成１９年１２月２８日付け厚生労働省告示第４４２号）に基づき、麻しん排除に向けた活動の適正かつ円滑な実施を図るために必要な情報を把握し、県内における施策の策定・実施の支援、実施後の評価及び提言を行うことを目的として、佐賀県麻しん対策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
（１）　積極的な感受性者（未罹患者、未接種者）対策に関すること。

（２）　発生動向調査（全数報告）に関すること。
（３）　麻しん発生時の迅速な対応に関すること。

（４）　その他必要な事項
（会議の構成）
第３条　推進会議は、次の各号に掲げる関係機関等をもって構成する。
（１）　市町の代表
（２）　佐賀大学医学部
（３）　佐賀県医師会
（４）　小中学校保護者の代表
（５）　高等学校保護者の代表
（６）　小中学校長の代表
（７）　高等学校長の代表
（８）　保健福祉事務所の代表
（９）　健康福祉本部健康増進課
（10）　その他推進会議が特に必要と認めた者

（座長等）

第４条　推進会議の進行を円滑に進めるため、座長及び副座長を設ける。
２　推進会議の座長は健康福祉本部健康増進課長が務め、副座長は保健福祉事務所の代表が務める。

３　推進会議の運営等を行う事務局は、健康福祉本部健康増進課に置く。

（推進会議の開催）

第５条　推進会議は座長の召集により随時開催する。

２　座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。
３　推進会議の所掌に係る事項は、推進会議の合議により決定する。
附　則　
この要領は、平成20年2月15日から施行する。






